
 
 
現在、器具・容器包装に定められている規格基準を次ページ以降に示す。 

 
 議題１及び２に関係する部分は以下の通りである。 
 
＜議題１に関係する部分＞ 
B 器具又は容器包装一般の試験法 
 ２ 強度等試験法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２ 
  熱封かん強度試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４ 
E 器具又は容器包装の用途別規格 
 １ 容器包装詰加圧加熱食品の容器包装・・・・・・・・・・・・・P４３ 
 
＜議題２に関係する部分＞ 
D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格 
 ２ 合成樹脂製の器具又は容器包装 

(１) 一般規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２９ 
(２) 個別規格 

13.ポリ乳酸を主成分とする 
合成樹脂製の器具又は容器包装(追加予定)・・・・・・・P３７ 

F 器具及び容器包装の製造基準・・・・・・・・・・・・・・・・・P４９ 
 
 
なお、議題１に関係する部分を①、議題２に関係する部分を②とし、次ペー

ジ以降にそれぞれ参考として示す。 
 




























